
 

 

 

 

 

 

 

 

郡上市議会「議会改革特別委員会」の設置について 

 

 

地方分権が進展するなか、二元代表制のもと地方議会の果たす役割は重要性を増してお

り、議会活動の充実・強化を図るとともに、情報の公開、透明性の向上を図ることが一層

求められています。郡上市議会では、より一層、市民の負託にこたえるため、また市民生

活の向上と民主政治の発展に寄与するため、これからの本市議会の在り方などの議会改革

に関する調査研究を行うことを目的に、議会改革特別委員会を設置しました。 

 

記 

 

１ 名   称   議会改革特別委員会 

 

２ 目   的   議会改革に関する調査研究 

 

３ 設置の根拠   地方自治法第１０９条第４項及び郡上市議会委員会条例第６条 

 

４ 調査の期間   調査が終了するまでとし、閉会中も継続し調査を行う。 

 

５ 委員の定数   ８人 

 

６ 委員会構成   委 員 長  田 中 義 久 

           副委員長  有 井 弥 生 

           委  員  原   喜与美 

   長 岡 文 男 

                 本 田 教 治 

  池 戸 郁 夫 

                 池 田 源 則 

蓑 島 正 人 

郡上市発表資料 

担当部・課 担当者 電話番号 

議会事務局 

議会総務課 
野田知孝 

0575-67-1830 (内線 1410) 

直通 67-1830／FAX 67-1821 


